
対象となる年齢にて公費助成が受けられます。

2026.4.1

接種の際は必ずお持ちください。
● マイナンバーカードなど生年月日を
　 確認できるもの
● 市から届いたはがき(65歳の対象者）
● 身体障がい者手帳1級の写し
　 (60 歳以上65歳未満の対象者）

❶ 非課税世帯の方　４,５００円（「所得・課税証明書」市民税課などで発行）
❷ 生活保護受給者　無料　　 （「医療のしおり」）

対象期間

持ち物

公費負担 プレベナー 20（PCV20）

キャップバックス (PCV21）

高齢者を対象とした
肺炎球菌ワクチンが
一部公費負担で受けられます

自己負担金

ワクチンの種類

５,５００円

令和８年度

令和８年４月１日～令和９年３月３１日まで

次の方は自己負担金が減額または無料になります。（証明する書類が必要です）

（公費対象の年齢以外の方 14,000円）

助成対象となる定期接種で使用される
ワクチンです。

自費負担

公費対象外の任意接種で使用が可能な
最新のワクチンです。　　　

対象となる方

秋田市に住民登録がある方のうち下記に該当する方が対象です。
１．これまでに肺炎球菌ワクチンを接種したことのない方

２．接種日時点で 65 歳の方（65 歳になる誕生日の前日から 66 歳になる誕生日の前日まで）

３．接種日に 60 歳から 64 歳で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に
　　障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免機能障がいあり、
　　「身体障がい者手帳１級」をお持ちの方

肺炎球菌ワクチン接種は事前予約が必要です


	肺炎ワクチン20260407
	ウラ肺炎球菌
	（※１）
	【主な副作用】 （共通）注射部位の疼痛・頭痛・疲労　／（プレベナー20）筋肉痛・関節痛
	【接種不適当者】
	本剤の成分又はジフテリアトキソイドに対する重度のアレルギー反応（アナフィラキシー等）を呈したことがあることが明らかな者
	明らかな者明らかな発熱を呈している者
	重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
	上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
	　　公費対象については、令和8年4月1日時点での情報になります。 （※１）令和8年時点で、５年以上効果が持続。最も新しいワクチンのため継続調査中。 （※２）「65 歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方」より抜粋。



